【記入用紙】（表）
「アナログ規制の見直しに伴う 関係条例の整備素案」について



意見の募集期間意見の募集期間　

　令和８年３月１６日（月）～令和８年４月２４日（金）［当日消印有効］
意見の提出先意見の提出先　

〈郵送・持参〉 〒892-8677　鹿児島市山下町１１番１号
東別館１０階
鹿児島市役所　デジタル戦略推進課　　　
〈ﾌｧｯｸｽ〉 099-216-1117　〈電子ﾒｰﾙ〉digital@city.kagoshima.lg.jp
※住所・氏名・電話番号をご記入ください。【必須】
※市外に居住の方は、次のいずれかに〇をつけてください。【必須】
　（・市内に通勤　・市内に通学　・市内に事務所又は事業所を有する　）
（住所）　〒　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　










【ご意見欄】
鹿児島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の改正について（資料４㌻上段）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（裏面もご記入できます。→）





個別の条例規則等で添付資料が必要とされている場合に、必要な情報をマイナンバーカードや
システム連携により入手・参照できる場合は添付書類を省略できるよう、規定を加えます。


























【記入用紙】（裏）
書面掲示規制の見直しに係る改正について（資料４㌻下段）　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
FD等の記録媒体規制の見直しに係る改正について（資料５㌻）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「磁気ディスク」、「シー・ディー・ロム」といった記録媒体の使用を定めるものについて、
新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、特定の記録媒体の使用に限定しない規定とすることによって、クラウドサービスの利用など、情報通信技術の進展に合わせて、より便利な手段を選択することができるようになります。
（参考）その他の規制の見直し（資料６㌻）に記載した内容についてもご意見をお寄せください。

特定の場所において書面で掲示されていたものについて、インターネット（市のホームページ等）による閲覧等を可能とし、いつでもどこでも必要な情報を確認できるようにすることで、市民の皆さんの負担軽減を図ります。




